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Ⅲ．目指すべきみちの姿 

１．みちづくりの基本理念 

元来、「みち」は人が生活していくうえで、日々行き交い、集い、ふれあう場

として活用されてきました。しかし、モータリゼーションの進展によって、「み

ち」は主に車の利用を優先にした整備がされるようになり、旧来からの「みち」

の姿は失われてきました。 

本計画では、第 6次大府市総合計画の将来都市像である「いつまでも 住み

続けたい サスティナブル健康都市おおぶ」を実現するため、まちづくりの基

盤である「みち」について、少子高齢化の進行に伴い人口構成が変化するなか、

子どもから高齢者まで、すべての「人」と「車」が共存できる安心安全な「み

ち」、また、人が集い、ふれあい、誰もが愛着を持ち、親しむことのできる新た

な空間としての「みち」を創造していきます。 

 

『都市
ま ち

』が健康になる

みちづくり 

都市基盤として、ひとが集まり、ものが動き、都市
ま ち

の

活性化や生活環境が充実するためのみちづくり 

『地域
ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ

』がつながる 

みちづくり 

市民が安心安全に生活できるとともに、人がつなが

り交流できる場所を創出し、市民と地域が連携し愛

着のもてるみちづくり 

『ひと』が元気になる

みちづくり 

市民が健康増進するための利用や、ふれあうことが

できる、元気で活力を生み出すみちづくり 

～『都市
ま ち

』・『地域
ｺﾐｭﾆ ﾃ ｨ

』・『ひと』がつながり 

健康になるみちづくり～ 
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２．基本方針 

 みちづくりの基本理念の実現に向け、図表 9に示す 5 つの基本方針のもとに

「みちづくり」を進めます。 

 

 

図表 9 基本方針の 5つの柱 

交通事故や自然災害などに

対する安全対策と、バリアフ

リー化や適切な維持管理によ

り、誰もが安心安全に利用で

きるみちづくりの推進

円滑に移動できる道路ネット

ワークの整備により、交通の利

便性を向上させ、地域間の交流、

連携などを促進することによ

り、地域の活性化に寄与するみ

ちづくりの推進

自然空間を市民の健康増進

に活用いただくために、利用し

やすい工夫を施す等、「ひと」と

「まち」が健康になるためのみ

ちづくりの推進 

地球環境問題が深刻化する中

で、排気ガスの排出量を抑制させ

るなど、環境への負荷を軽減し、

道路緑化などの景観整備と合わ

せて、環境にやさしいみちづくり

の推進 

Ｄ．環境にやさしいみちづくり 

 

地域の特色を生かし、愛着を

持って人が集いふれあうこと

のできる「みち」を、新たな空

間として創出するため、地域住

民との協働によるみちづくり

の推進 

Ｅ．協働によるみちづくり 

基本理念 

Ｂ．安心安全なみちづくり Ａ．快適で活力あるみちづくり 

Ｃ．健康のみちづくり 
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